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国土交通省 近畿運輸局

【問い合わせ先】

（所属）自動車監査指導部

（担当）伊藤、坂井、酒井

（電話）０６－６９４９－６４４８

６４４９

平成２９年 ８月３１日

平成２８年度

自動車運送事業者に対する監査と処分結果

近畿運輸局自動車監査指導部では、輸送の安全の確保が最も重要であると

いう基本認識の下、自動車運送事業の適正な運営を図るため、輸送の安全確

保に支障を及ぼすおそれのある重大な法令違反の疑いのある事業者を優先的

に監査対象とするなど、事故の未然防止及び法令遵守の徹底を図ることを目

的とした効果的な監査、及び監査の結果判明した法令違反に対する行政処分、

並びに法令遵守意識の醸成のための呼出指導を実施しています。

この度、平成２８年度における監査及び行政処分等の結果について、取り

まとめができましたのでお知らせします。

【配付資料】

（別 添） 用語の定義等

（資料１） 平成２８年度 監査等の概要

（資料２） 平成２８年度 行政処分等の概要

配布先 青灯クラブ
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（別 添）

【用語の定義等】

１．監査の種類

①特別監査 引き起こした事故又は疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が

必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査

②一般監査 特別監査に該当しないものであって、監査の端緒に応じた重点事項を定め

て法令遵守を確認する監査

③街頭監査 事業用自動車の運行実態等を確認するため、街頭において事業者を特定せ

ずに実施する監査（当分の間は、バスが対象）

２．監査の種別

①臨店による監査 事業者の営業所等に立ち入って実施するもの（原則、無通告）

②呼出による監査 事業者の代表者又は運行管理者等の責任者を運輸局又は運輸支局等

へ呼び出して実施するもの

３．関係機関からの通報

①公安委員会 各府県の公安委員会から、道路交通法第２２条の２第２項の規定による

協議、同法第７５条第３項の規定による意見聴取、同法第１０８条の３

４の規定による通知

②労働局 各府県の労働局から、自動車運転者の労働条件改善のための相互通報制度に

基づく通知

４．適正化機関

地方貨物自動車運送適正化事業実施機関

輸送の安全を阻害する行為の防止その他貨物自動車運送事業法等の遵守に関し、

トラック事業者に対する指導等を行う機関として、同法第３８条の規定により指定

された各府県のトラック協会

（旅客自動車運送適正化事業実施機関に関しては、道路運送法第４３条の２に規定

により、貸切バス事業のみ平成２９年６月１９日付けで一般財団法人近畿貸切バ

ス適正化センターが指定を受け、同年８月２１日より巡回指導を実施。）

５．行政処分等の種類

軽微なものから順に、自動車その他の輸送施設の使用の停止処分、事業の停止処分、

許可の取消処分を行政処分という。

また、行政処分に至らないもので軽微なものから順に、勧告、警告があり、これら

を含めて行政処分等という。

６．監査件数と行政処分等の件数

平成２８年度における行政処分等の件数については、当該年度以前に実施した監査

に係るものを含むこと、また行政処分等に至らない案件もあるため、当該年度の監査

件数とは一致しない。



（資料１）

１．監査等の実施状況

※1

※2

２．監査の主な端緒別件数（呼出指導を除く。）

死亡事故（第１当）

悪質違反

関係機関からの通報

労基通報

最高速度違反

駐停車違反

その他

法令違反の疑い

適正化機関からの情報

利用者等からの情報

その他

　巡回指導拒否

新規許可・事業規模拡大

長期監査未実施

フォローアップ

街頭監査

その他

518 874合　　計

街頭監査

10 222 606 874

443 647

259

（酒気帯び・無免許・救護義務違反等）

呼出指導 合計
（監査・指導）

バ　ス

タクシー

トラック

特別監査 一般監査

（呼出）

監　　　　査

小計

平成20年度から実施している各府県の労働局との合同監査については、平成28年度におい
も、バス２件・タクシー４件・トラック１３件の計１９件実施した。

41 152

9 123 386 518

204 152

事業種別

22

7

24 1

24 2

17 4

20 1

監査種別

バス タクシー トラック 合計端緒

計

1 58 109 204

1,214 2,088

36

－

－

36

管内６ヶ所（海遊館、新大阪駅、天王寺公園、京都駅、京都鉄道博物館、三宮駅）において、
貸切バス事業者を対象に街頭監査を実施した。

（臨店）

411

512 1,030

0 111

1 22

11 16

15 32 503

2 3

4813

3 42 44 89

3 32

44 69

43 43

3

2

7

25

2

14

21 42

95 83 366 544

36 36

26

2 2

4 4

0

※1

※2



監査の端緒
（資料１）

死亡事故

（第１当）
1.5%

悪質違反
1.0%

関係機関か

らの通報
1.5%

法令違反

の疑い
11.8%

新規許可・事

業規模拡大
11.8%

フォローアップ
46.5%

街頭監査
17.6%

その他
8.3%

バス２０４件

死亡事故

（第１当）
9.9%

悪質違反
2.0%

関係機関か

らの通報
27.6%

法令違反の疑い
0.7%

新規許可・事

業規模拡大
1.3%長期監査未実施

1.3%

フォローアップ
54.6%

その他
2.6%

タクシー１５２件

死亡事故

（第１当）
6.2% 悪質違反

2.1%

関係機関

からの通報
8.5%

法令違反

の疑い
8.5%

フォローアップ
70.7%

その他
4.0%

トラック５１８件



（資料２）

１．行政処分等の状況

※ 上記以外に、
①

　 ②
　

２．行政処分等にかかる主な違反内容

事業計画等

事業計画・掲示等 　 　
名義貸し 　 　
運送引受書 　 　
雇用関係 　 　

過労防止等

乗務時間等 　 　
健康管理 　 　
点呼 　 　
乗務記録等 　 　
運行指示書 　 　
乗務員台帳 　 　

教育等

指導教育 　 　
適性診断 　 　

警察通報

最高速度違反 　 　
駐停車違反等 　 　
過積載違反 　 　

運行管理者（届出・講習等）

点検等

点検整備関係 　 　 　
整備管理者（届出・研修） 　 　 　

その他

※

30 44
4 4 55 63

191

　 161 106 267
55 11 66

52 52

15 7 85 107
11 3

211
212
531

15
28
20

10

186
180
455
215
11
217

　

　

　

　

一つの処分等に関し、複数の違反内容があるため、処分等の件数と違反内容の件数は一致
しない。

合　　計

7 5 25 37
262 321 2,028 2,611

6 8 147 161

106 43 149

30 26 132 188
19 21 151

48
19
21

254
32
253

49 47 283 379
26

143 86 1,264 1,493
12
17

13

－

バス

運行管理者や整備管理者が未選任の場合等に発動する輸送の安全確保命令につい
て、バス事業者1社に対し行った。

タクシー トラック 合計

16

25
1

42 7
7 137

－
処分等件数 0 6 370 286

違反内容

　

処分延日車数 － 1,775 15,934

114
1

3

運行管理者としての業務を誠実に実施せず、又は、その名義を使用させていた場合等に
発令する運行管理者資格者証の返納命令について、タクシー事業者１者、トラック事業
者５者に対し行った。

1
25
4

118 167

151
処分延日車数 － 0 925 －
処分等件数 0 6 286 82

53

許可取消 事業停止 車両の使用停止

処分延日車数 － 0 2,365 －

警告
処分等件数

処分延日車数

バ　ス

タクシー

トラック

計

事業種別

処分等件数 0 0

処分等件数 0 0

処分延日車数 － 1,775

処分の内容

26

58

12,644



処分等の違反内容
（資料２）

事業計画等16.0%

過労防止等54.6%

教育等18.7%

運行管理者2.3%

点検等5.7%
その他2.7%

バス２６２件

事業計画等2.2%

過労防止等

26.8%

教育等14.6%

警察通報50.2%

運行管理者2.5%

点検等2.2%
その他1.5%

タクシー３２１件

事業計画等5.8%

過労防止等62.3%教育等14.0%

警察通報5.2%

運行管理者7.3%

点検等4.2%

その他1.2%
トラック２０２８件


